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これまでの地方分権改革

地方分権改革の理念を構築
ー国・地方の関係が上下・主従から対等・協力へ

国主導による集中的な取組
ー時限の委員会による勧告方式

地方全体に共有の基盤制度の確立
ー機関委任事務制度の廃止
ー国の関与の基本ルールの確立

法的な自主自立性の拡大
ー自治の担い手としての基礎固め

地方分権推進に向けた世論喚起
ー地方分権の意義を普及啓発

個性と自立、新たなステージへ
地方分権改革の更なる展開

改革の理念を継承し発展へ
ー個性を活かし自立した地方をつくる

地方の発意に根ざした息の⾧い取組へ
ー地方からの「提案募集方式」の導入
ー政府としての恒常的な推進体制の整備

地方の多様性を重んじた取組へ
ー連携と補完によるネットワークの活用
ー「手挙げ方式」の導入

真の住民自治の拡充
財政的な自主自立性の確立
ー連携と補完によるネットワークの活用

改革の成果を継続的・効果的に情報発信
ー住民の理解と参加の促進
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都道府県

市町村

救助実施市
(指定都市の
中から指定)

避難所の設置
応急仮設住宅の供与等

都道府県知事
による調整

＜改正後＞
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提案
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提案


